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特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構 

令和５年度神奈川県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 

実践研修（前期開催コース）募集要領 

[SJ1・SJ2・SJ3コース] 

 

本研修は、特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構が、神奈川県からの指定を受け、神奈川県が定

めた「神奈川県サービス管理責任者等研修実施要領」に基づいて実施するものです。 

 

１ 目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）及び児童福祉

法（昭和 22年法律第 164号）の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知

識、技能を有するサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的とする。 

 

２ 指定研修事業者 

特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構（指定番号：004） 

 

３ 研修課程と募集定員 

研修課程：サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 実践研修 

募集定員：180人（3コース合計） 

 

４ 受講資格（研修対象者） 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修課程（基礎研修、補足研修）を修了後、実践研修

受講開始前までに２年以上かつ３６０日以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験 がある者で、指定障

害福祉サービス事業所等において、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事しているもの

又は従事しようとする者。（２ページ「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修 受講資

格フローチャート」参照） 

【留意事項】 

ア 基礎研修課程を修了とは、「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修」及び「サービス

管理責任者・児童発達支援管理責任者補足研修（相談支援従事者初任者研修講義部分）」のいずれも修了

することを指す。両研修のどちらか遅い修了日が基礎研修課程の修了日となる。 

イ 実践研修受講開始日は、事前の講義視聴の関係により、各演習日の一週間前とする。そのため、今回

の実践研修の主な対象者は SJ1コースは令和 3年 7月 25日、SJ2コースは令和 3年 8月 23日、SJ3コー

スは令和 3年 9月 13日までに基礎研修過程を修了したものを想定する。 

ウ 平成 31 年３月 31 日までに両研修（旧分野別研修、補足研修）を修了した方は、当該研修を受講する

必要はありません。ただし、令和５年度末までに更新研修の受講が必要です。 

オ 今後、国等により受講資格の変更があった場合は、その詳細に従い、変更する場合があります。 
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修 受講資格フローチャート 

当研修の受講資格のある者は、以下のフローチャートにおいて、Ａ・Ｂのいずれかに該当する者であって、

指定障害福祉サービス事業所等においてサビ管・児発管として従事している者又は従事しようとする者とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度以前にサビ管研修（旧分野別研修） 又は児発管研修（旧研修）を修了している 

はい いいえ 

サビ管・児発管「補足研修等」（※5）を修了している 

平成 30 年度以

前に修了 

令和元年度以降 

に修了 

修了して

いない 

令和元年度以降のサビ管・児発管

「基礎研修」を修了している 

はい いいえ 

サビ管・児発管「更新研修」の

受講対象者です。 
令和 5年度末まで経過措置あり（※6） 

両研修修了後（基礎研修課程修了後） 

相談支援業務又は直接支援業務に従事した期間

が 2年以上ある 

はい（2年経っている） いいえ（2年経っていない） 

両研修修了後（基礎研修課程修了後） 

相談支援業務又は直接支援業務に従事した期間が 2

年以上ある 

はい（2年経っている） いいえ（2年経っていない） 

実務経験要件があれば 

サビ管・児発管「基礎研

修」の受講対象者です。 

サビ管・児発管「補足研修等」（※5）を修

了している 

はい いいえ 

サビ管・児発管「補足研修（※

5）の受講対象者です。 

現時点で対象となる研修はありません。 

相談支援業務又は直接支援業務に従事した期間が２年以上に

なったら実践研修の受講対象となります 

サビ管・児発管「実践研修」の受講

対象者です。 Ａ 

サビ管・児発管「実践研修」の受講

対象者です。 

Ｂ 

実務経験の従事業務が対象

となるか不明な場合は、事業

所を指定する行政に問合せ

ください。（問合先は P10 の

20 を参照） 
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Ａ 実践研修受講対象 

基礎研修課程（※1）を修了後、実践研修の受講開始日前５年間に指定障害福祉サービス事業所等にお

いて通算して２年以上（※2）、相談支援の業務（※3）又は直接支援の業務（※4）に従事した者 

 

Ｂ 実践研修受講対象 

平成 31 年４月１日までにサービス管理責任者研修（旧分野別研修）を修了した者であって、同日以後

にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者補足研修等の修了者となった者（Ａに定める相談支援

又は直接支援の業務に従事した者に限る） 

 

※サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修と補足研修はどちらを先に受講するかは問

わない 

※1 基礎研修課程を修了とは 

「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修」及び「サービス管理責任者・児童発達支援

管理責任者補足研修（相談支援従事者初任者研修講義部分）」のいずれも修了すること 

 

※2 ２年以上とは 

業務に従事した期間が２年以上であり、かつ実際に従事した日数が１年あたり 180日以上であることを

いう 

 

※3 相談支援の業務とは 

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日

常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務（児発管の場合は児童への相談、

助言、指導その他の支援業務も含む） 

 

※4 直接支援の業務とは 

身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食

事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以

下「訓練等」という）を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その

他職業訓練又は職業教育に係る業務（児発管の場合は児童への介護、訓練等の業務も含む） 

 

※5 補足研修とは 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者補足研修（相談支援従事者初任者研修講義部分）のこと。 

本県では、特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク（県指定）が実施

しています。 

 

※6 更新研修の経過措置とは 

研修体系の見直し（平成 31年４月）から、施行後５年間は更新研修受講前でも引き続きサービス管理責

任者又は児童発達支援管理責任者として業務が可能となっていることをいう 
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５ 研修カリキュラム 

神奈川県サービス管理責任者等研修実施要領に基づき、「サービス管理責任者研修事業の実施について」（平

成 18年 8月 30日障発 0830004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の別添「サービス管理責

任者研修事業実施要綱」で定める「サービス管理責任者実践研修」及び「児童発達支援管理責任者実践研修」

の標準カリキュラムにより、原則として、講義・演習を 2日間の日程で実施します。 

事前に eラーニングによる講義視聴、演習に向けた事前課題があります。 

 

【標準カリキュラム】 

 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修は同一カリキュラムになります。 

 科目名 時間数 

１ 障害福祉等の制度に関する講義 1時間 

２ 

サービス提供に関する講義及び演習 

・モニタリングの方法 

・個別支援会議の運営方法 

6.5時間 

３ 

人材育成の手法に関する講義及び演習 

・サービス提供職員への助言・指導について 

・ＯＪＴとしての事例検討会の進め方 

3.5時間 

４ 

多職種及び地域連携に関する講義及び演習 

・サービス担当者会議等におけるサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の

役割 

・自立支援協議会を活用した地域課題の解決に向けた取り組み 

・サービス担当者会議と自立支援協議会の活用についてのまとめ 

3.5時間 

 合計 14.5時間 

 

６ 感染症等対策を踏まえた令和５年度研修実施方針 

当研修では、国、県、会場等の指示により感染症対応が必要な場合には、指示にしたがった感染症対策を

行います。そのため健康チェックの実施、演習方法の変更、日程の変更・中止となる場合がございますので

あらかじめご承知おきください。 

また、当機構からも社会状況や研修の実施方法等を踏まえ、感染症対策を実施することがあります。 

演習当日、特に指示のない場合、マスク等の使用についてはご自身でご判断ください。 

 

７ 研修の実施方式、コース日程及び会場  

（１）講義の実施方式等 

  講義は、次のア及びイの方法により実施し、受講者は、いずれかの講義を受講するものとします。 

 

ア 映像配信 

指定研修事業者が収録し、所定のインターネット上（以下、ウェブ）の遠隔教育システム（以下、eラ

ーニングサイト）において配信する講義映像（3 時間程度を予定）を受講者は各自可能な環境下におい
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て、演習日の前日までに視聴を完了します。講義の視聴と演習日の受講を逆転することはできません。

演習日４日前までに視聴終了されていない場合、当機構より連絡する場合があります。 

動画の視聴には通信料が発生します。スマートフォンでの視聴を避けるなど、通信制限がかからない

環境下での視聴を推奨いたします。 

なお、動画の全部または一部について、録画・録音・複製・使用・第三者への配布（動画視聴のため

の ID、パスワードを第三者に提供することを含む）を禁止します。 

・映像配信：令和 5年 7月 1日（予定） ～各コース演習前日（演習前日までに必ず視聴すること。） 

・視聴方法等につきましては、申込時に記入頂いた受講者のメールアドレスに必要なＩＤとパスワード

を共にお知らせします。（令和 5年 7月を予定） 

 

イ 放映会 

   ウェブでの視聴が困難な受講者については、指定研修事業者が指定する放映会に出席して講義映

像を視聴してください。放映会の参加には申込時の申請が必要です。 また放映会の日程につい

ては研修事業者より個別にご連絡いたします。 

 

（２）演習のコース日程及び会場 

 

演習 

コース 定員 日程 会場 

SJ1 ｺｰｽ 60名 
令和 5年 8月 1日（火）、2日(水) 

9：30～18：30（両日とも） 

ユニコムプラザさがみはら SJ2 ｺｰｽ 60名 
令和 5年 8月 30日（水）、31日(木) 

9：30～18：30（両日とも） 

SJ3 ｺｰｽ 60名 
令和 5年 9月 20日（水）、21日(木) 

9：30～18：30（両日とも） 

 

・SJ1～SJ3コースのうち、お一人につき１コースのみ申し込みできます。 

 

８ 「実践研修」神奈川県指定研修事業者 

今年度は、下表の指定研修事業者が本研修を実施します。 

（１）研修内容 

全３事業者共通です。 

（２）研修の申込 

各団体の募集要領を確認のうえ、研修事業者にお申し込みください。 

各団体の募集要領を確認のうえ、研修事業者にお申し込みください。 

 研修事業者 連絡先 

１ 
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

（指定番号：００１） 

連絡先TEL：045-534-6215 

URL: https://www.kfkc.jp/ 
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２ 
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

（指定番号：００２） 

連絡先TEL：045-210-0788 

URL: https://www.kanafuku.jp/ 

３ 
特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構

（指定番号：００４） 

連絡先TEL：046-240-1961 

URL: https://www.stro.or.jp 

 

９ 受講料：28,000 円（税込み） 

・受講料の振込方法は受講決定通知に同封して送付します。 

・納付済の受講料については、いかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。 

・受講料の振込手数料・会場までの交通費、e ラーニング等の視聴機材、通信費等は受講者負担となりま

す。 

 

１０ 申込について 

（１）申込方法  

 当機構分の申し込みはホームページからの申込のみとなります。 

ア 法人申込の場合 

法人申込の場合は必ず１法人につき１名取りまとめ担当者をもうけてください。同一法人から複数

のお申込みがあり、取りまとめ担当者が異なる場合、最初のお申込に記載されている取りまとめ担当

者を貴法人の取りまとめ担当者とさせていただきます。必ず法人の代表者または担当者の承諾を頂い

たのち、お申込みください。 

イ 個人申込の場合 

個人で申込みをすることもできますが、選考基準での優先順位は下がります（法人からの申込者が

優先されます）のでご注意ください。 

 

（２）申込ホームページ 

当機構に申込をする場合は、次のホームページからお申込みください。 

   https://www.stro.or.jp/ 

通信環境等の関係でホームページよりお申込みできない場合は当機構までご連絡ください。 

 

（３）申込期限 令和５年６月１９日（月） 

申込期限までに当機構 HPにてお申込いただいた分が有効となります。 

（４）ご注意いただくこと 

・ホームページにて申込後、当機構より受付完了メールをお送りします。申込後３～４営業日が経過し

ても受付完了メールが届かない場合はお手数ですが、当機構までご連絡ください。 

・申込期限付近にお申込いただいた方には受付完了メールの到着が申込期限後となる場合がありますが、

お申し込みは有効です。 

・お申し込み時にご郵送いただく書類はありません。 

・お一人様１コースのみ申し込みできます。 

・同一の受講者で複数のお申し込みがあった場合、最後のお申し込みのみが有効となります。 
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（５）修了証書の添付について 

お申し込み時に、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修「基礎研修」と「補足研修（ま

たは相談支援専門員初任者研修講義部分）」の両方の修了証書を添付していただきます。（郵送ではあり

ません）。修了証書をスキャン等をして PDFにしていただくか、スマホのカメラ等で撮影して写真のデー

タを用意してください。ご用意いただいたデータを申込フォームで添付してください。 

修了証書を紛失し、修了証書に記載された項目が不明の場合は、修了証書の交付を受けた研修事業者

（研修事業者が不明の場合は、研修を受講した都道府県）に照会し、「研修修了証明書」等の交付を受け

て確認してください。指定研修事業者によって、交付を受けるための手続きに一定の期間を要すること

もありますので、申込期限を勘案し、余裕を持った手続きを行ってください。なお、手続きに時間を要

したことによって申込期限が過ぎた場合は、申込を受け付けることはできませんのでご注意ください。 

 

１１ 受講の選考について 

受講申込者が定員を超えた場合は、「神奈川県サービス管理責任者等研修実施要領」の「神奈川県サービス

管理責任者等研修受講者選考基準（実践研修）」に基づき受講者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

神奈川県サービス管理責任者等研修受講者選考基準（実践研修） 

 

神奈川県サービス管理責任者等研修の受講決定について、受講申込者数が定員を超過する場合は、研修ご

とに次の選考基準Ⅰから順に受講決定を行うこと。 

なお、選考について、事情を勘案する必要があると認められる場合は、神奈川県と協議の上、決定するこ

と。 

<選考基準> 

基準Ⅰ：先に県内の事業所にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置予定の受講申込者 

基準Ⅱ：法人（※１）からの受講申込者 

基準Ⅲ：配置予定状況により、次の優先順位で受講決定する。 

①「基礎研修課程」修了後に、 みなし配置（※２）により現にサービス管理責任者・児童発達支援管

理責任者として事業所に配置されている者で、当該回に受講しなければサービス管理責任者・児

童発達支援管理責任の要件を欠いてしまう者。 

② 当該研修修了後に新規指定事業所又は既存事業所のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任

者として配置される予定の者で、当該回に受講しなければサービス管理責任者・児童発達支援管

理責任の要件を欠いてしまう者。 

基準Ⅳ：サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者「基礎研修課程」の修了日が早い者 

 

 ※１ サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の配置が必要とされる事業所を運営する（予定）

の法人のことをいう。 

 ※２ 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等

（平成 18 年厚生労働省告示第 544 号）及び障害児通所支援事業又は障害児入所支援の提供の管理

を行う者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24年厚生労働省告示 230 号）において、サービス

管理責任者等としてみなす者。 
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・上記選考基準により選考を行ったうえで、同法人内での優先順位を考慮します。よって選考の優先順位

と法人からの優先順位は必ずしも一致しません。 

 

１２ 受講者の決定及び通知 

・受講者は、申込み内容を審査の上で決定し、申込み時に記載のあった送付先に受講の可否の通知を送付

します。 

・受講決定後の受講者の変更は認められません。 

・受講決定等の通知は 6月下旬までに発送予定です。令和 5年 7月 10日を過ぎても通知が届かない場合は

当機構までお問い合わせください。 

 

１３ 事前課題 

本研修では、演習初日までに事前課題があります。事前課題の詳細は受講決定時にご案内するとともに、

所定の eラーニングサイト及び当機構のホームページに掲載します。様式を事前にダウンロードしてご使用

ください。 

 

１４ 本人確認 

研修当日、本人確認できる公的証明書（下記参照）の写しを本人確認証明書提出用紙（受講決定者に郵送）

に貼付して受付に提出してください。コピーをした原本も確認いたしますので研修当日持参して、受付で提

示してください。 

 

公的証明書 

・住民票の写し 

・住民基本台帳カード 

・在留カード等 

・健康保険証 

・運転免許証 

・パスポート 

・年金手帳    

・生活保護受給証明書 

・国家資格等を有する者については、免許証又は登録証 等 

上記書類がご準備できない場合は、当機構までご連絡下さい。 

 

 

１５ 効果測定 

講義（映像配信又は放映会）時に簡易テストを、演習時には理解度を確認する効果測定をそれぞれ行いま

す。 
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１６ 修了証書 

研修のカリキュラムを全て修了したと認められる者に、原則、研修最終日の研修終了後に手渡しで修了証

書を交付します。 

修了証書に記載する実践研修の研修名は、基礎研修の研修名と同一となります。 

（例） 

・基礎研修が「サービス管理責任者 基礎研修」の場合、実践研修は「サービス管理責任者 実践研修」

となる。 

・基礎研修が「児童発達支援管理責任者 基礎研修」の場合、実践研修は「児童発達支援管理責任者 実

践研修」となる。 

 

ただし、次に該当する場合には、修了証書は交付しないことがあります。 

（１）講義 

ア 講義（映像配信）を受講した者が次のことに該当した場合 

  講義終了後の簡易テストの回答を提出していない場合 

（２）演習に出席した者が次のいずれかに該当した場合 

ア 遅刻、早退をした場合 

イ 著しく受講態度が悪く（私語、居眠り、携帯電話の使用等）、繰り返し注意されていた場合 

ウ 事前課題を提出していない場合 

 

１７ 個人情報の取り扱い 

申込みに係る書類に記載された個人情報については、特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 学則

第 17 条に基づき適正な管理を行い、本研修事務及び研修修了者名簿の管理以外の目的に使用することはあ

りません。 

 

１８ その他留意事項 

（１）受講決定者は全日程を受講する必要があります。１６に記載しているように、遅刻や早退、著しく

受講態度が悪い（私語、居眠り、携帯電話や許可のない PC などの使用等）、決められた期日までに

事前課題を提出しないなどがある場合は修了証書を交付できませんのでご注意ください。 

（２）演習会場等への来場の際は、通勤時間帯による混雑や天候等を考慮の上、ご来場ください。 

（３）自然災害（台風等）及び事故等が発生した場合、開講が危ぶまれる時には、研修前日から当日の午

前７時頃迄に、当機構ホームページにおいて段階的にご案内いたしますのでご確認ください。 

（４）その他、受講申込書類に不備が見られた場合は、受講見送りとさせていただきますのでご注意くだ

さい。 

（５）また、虚偽の内容により申込みをした場合は、修了証書交付後であっても、修了の取消し等の措置

をとることがあります。 

（６）研修の実施方法等、変更等があった場合は当機構の HP（https://www.stro.or.jp）にて掲載いたし

ますのでご確認をお願いします。 
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１９ 問合せ先 

  特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構 

  〒242-0021 神奈川県大和市中央 2-1-15 パークロード大和 4C 

  電話：046-240-1961 FAX：046-240-1962 

 

２０ 実務経験等に関する問い合わせ 

（１）実務経験が該当するかなど、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の配置に関する問い

合わせについては、以下の事業所を所管する指定権者の担当にお問い合わせください。 

 

事業所所在地 指定機関(担当)連絡先 

横浜市 

【障害者】横浜市健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課       

Eメール : kf-syositei@city.yokohama.jp 

【障害児】横浜市こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課 

電話 ０４５－６７１－４２７４ 

川崎市 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 

ファクシミリ ０４４－２００－３９３２  

※問合せはファクシミリのみでお願いします 

相模原市 
相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課 

電話 ０４２－７６９－１３９４ 

横須賀市 

横須賀市民生局福祉こども部指導監査課 

046-822-8411 

Eメール shidokansa-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp 

※問合せは原則 Eメールでお願いします 

上記以外の 

市町村 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 

電話 ０４５－２１０－４７１７・４７３２ 

 

（２）サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者「更新研修」に関する問合せ先 

研修事業者／連絡先／ホームページ 

特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク（指定番号：００３） 

℡：046－220－5380 URL：https://www.kcn.or.jp/ 

 

【会場案内】 

SJ1～SJ3コース 演習会場 

・ユニコムプラザさがみはら 相模原市南区相模大野 3-3-2 bono相模大野サウスモール 3階 

・電車でご来場の方へ 

相模大野駅中央改札口から北口デッキに出て、左手に進むと「ボーノ相模大野」がみえます。その

ままボーノ相模大野 2Fの中央通路を進み、エスカレーターで 3階にお上りください。 

 


